
 

 

 

生活保護法に基づく指定施術機関（はり師、きゆう師）に対する 

行政処分について 
 

 

 都は、生活保護法（昭和２５年５月４日法律第１４４号。以下「法」という。）第５

１条第２項第２号及び第５５条第２項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関（は

り師、きゆう師）（別紙参照）に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。 

 

１ 施術機関（はり師、きゆう師）の氏名及び施術所の名称・所在地等 

 ⑴ 氏名            奈良 大吾郎（なら だいごろう） 

 ⑵ 施術所名称         初台針灸治療院 

 ⑶ 施術所所在地       東京都渋谷区初台１－３８－８ 初台ガーデンヒルズ１階 

 ⑷ 業務の種類      はり・きゆう 

⑸ 指定年月日        平成２８年８月１日 

 

２ 行政処分の内容 

  指定施術機関（法第５５条第１項）の指定の取消し 

 

３ 指定の取消し年月日 

  令和７年３月２４日 

 

４ 指定取消しに至った経緯及び事由 

    対象施術機関である奈良 大五郎氏本人から、被保護者の施術（はり・きゆう）につ

いて、給付要否意見書の「医師同意欄」に虚偽の署名をして不正に施術費用を請求及び

受領したとの申し出があった。 

これにより、施術報酬の請求に係る不正又は著しい不当が疑われたことから、法第５

４条及び第５５条第２項並びに「生活保護法による医療扶助運営要領（以下、「医療扶

助運営要領」という。）」（昭和３６年９月３０日社発第７２７号厚生省社会局長通知）

第６の規定に基づき、令和６年８月２２日から令和７年２月１２日まで計３日間の検査

及び物件提出命令を実施した。 

  検査において、施術報酬の請求に係る不正及び不当が認められたことにより、当該施

術機関は法第４９条の２第３項第２号に該当するに至った。 

  このことは、法第５１条第２項第２号及び第５５条第２項の規定に定める、指定施術

機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。 

 

令和７年３月２４日 

福 祉 局 



 

 

 

５ 検査において判明した不正・不当事項等 

（１）医療扶助に係る施術について、医師の同意を受けず、自ら医師の同意欄に虚偽の署 

名をした給付要否意見書を福祉事務所に提出して施術を行い、当該施術に係る報酬を

不正に請求した（医師の同意のない施術請求）。 

  ・金額  金４，３５４，７０８円 

  ・内訳  令和２年６月から令和６年４月までの施術（合計５人分） 

 

（２）往療の請求においては、原則として、同一の家屋に居住する複数の患者を同一日に 

施術した場合の往療料は別々に請求できないところ、施術した全員に対して往療料を

不当に請求した。（往療料の誤請求） 

  ・金額  金３，０１４,４００円  

・内訳  令和元年６月から令和４年６月までの施術（合計１２人分） 

 

６ その他 

  法第４９条の２第２項第４号及び第５５条第２項の規定により、取消しの日から起算

して５年を経過しない期間において、当該はり師、きゆう師に対しては法第５５条第１

項による指定施術機関の指定を行わない。 

  

（問合せ先） 
東京都福祉局生活福祉部保護課 
電話 ０３-５３２０-４０６５（直通） 
内線 ３２-４４１ 



 

 

 

 

（参考） 

＜指定施術機関＞ 

生活扶助、住宅扶助といった生活保護法上の保護の種類のうち、医療扶助（及び

介護扶助）は、現物給付を原則としています。医療扶助のための施術を担当する「あ

ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師」は申請により都道

府県知事の指定を受けることとされており（法第５５条第１項）、指定を受けた者を

指定施術機関といいます。 
 

 

＜施術の給付の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥請求 

⑤施術給付 

④施術券提出 

②’’医師の同意 

①給付申請 

⑦支払 

②要否判断 

※指定（法第55条第1項） 

③施術券交付 

東京都 

福祉事務所 指定施術機関 

被保護者 

指定医療機関 

②’施術要否意見書送付・返送 

別紙 



 

（参考）関係法令：生活保護法（昭和２５年５月４日法律第１４４号） 

 

 

 

 

  

（指定の申請及び基準） 

 第４９条の２ （略） 

 ２ 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、前条の指定をしてはならない。 

  一から三まで （略） 

  四 申請者が、第５１条第２項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算

して５年を経過しない者（当該取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通

知があつた日前６０日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管

理者であつた者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であると

き。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた

責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認めら

れるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

五から九まで （略） 

 ３ 厚生労働大臣は、第１項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診

療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。  

  一  （略） 

  二  前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められ

るものであるとき。  

 

（指定の辞退及び取消し） 

 第５１条  （略） 

 ２ 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療

機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知

事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止

することができる。  

  一   （略） 

  二 指定医療機関が、第４９条の２第３項各号のいずれかに該当するに至つたとき。  

  三から十まで （略） 

 

（報告等） 

 第５４条 都道府県知事（厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大

臣又は都道府県知事）は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若し

くは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者（以下

この項において「開設者であつた者等」という。）に対して、必要と認める事項の報告若し

くは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若

しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であつた者等を含む。）に対し出頭を

求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地

に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 



 

 

２ 第２８条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 

 

（助産機関及び施術機関の指定等） 

第５５条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しく

は柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶

助のための施術を担当させる機関を指定する。 

２  第４９条の２第１項、第２項（第１号、第４号ただし書、第７号及び第９号を除く。）及

び第３項の規定は、前項の指定について、第５０条、第５０条の２、第５１条（第２項第

４号、第６号ただし書及び第１０号を除く。）及び第５４条の規定は、前項の規定により指

定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師につ

いて準用する。この場合において、（中略）第５４条第１項中「都道府県知事（厚生労働大

臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事）」とあるのは

「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医

師、薬剤師その他の従業者であつた者（以下この項において「開設者であつた者等」とい

う。）」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業

者（開設者であつた者等を含む。）」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若し

くはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは

指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 


